
令和６年６月１日

　〇介護予防・日常生活支援総合事業

1割負担 2割負担 3割負担

1，１７６単位 １,１７６円 ２,３５２円 ３,５２８円

２,３４９単位 ２,３４９円 ４,６９８円 ７,０４７円

３,７２７単位 ３,７２７円 ７,４５４円 １１,１８１円

＊同一建物減算、介護職員等処遇改善加算は区分支給限度基準額の算定対象外です

介護職員等処遇改善
加算（Ⅰ）

厚生労働大臣が定める基準に適合し
ている介護職員の賃金の改善を実施

している場合
１月につき＋所定単位数×２４５/１０００

同一建物減算
前６か月間に提供した総数のうち同
一敷地内等の建物に居住する方に

提供した割合が９０/１００
所定単位数×８８/１００

同一建物減算
事業所と同一の建物の利用者又はこ
れ以外の同一建物の利用者２０人以

上にサービスを行う場合「
所定単位数×９０/１００

初回加算
新規利用者に訪問介護を行った月に
サービス提供責任者が訪問若しくは

同行した場合
２,０００円/月 

重要事項説明書　別紙

訪問型サービス
（従前相当）利用回数

基本単位
基本料金（利用者負担金）

週１回程度の利用

週２回程度の利用

週２回を超える程度の利用
（要支援２相当に限る）

加算および減算 加算要件（概要） 加算額（利用者負担）

ヘルパーステーション樫の木


